
＜一般委託＞

1 目      的 　猿島公園の排水処理を行っている施設の清掃(汚泥引抜）を行う。

2 履行期間 　契約締結の日から令和２年２月29日

3 施行場所 　横須賀市猿島１番

4 業務内容  　別紙のとおり

5 特記事項

　当該施設は合併浄化槽（フジクリーン工業（株）CSL-40）を排水処理施設として流用しており、雑排水の処
理を行っているが、し尿処理は行っていないため、浄化槽法上の浄化槽にはあたらない。
　汚泥搬入先は、本市と産業廃棄物処理業務を別途契約する、JWケミテック（株）（戸塚工場）（横浜市戸塚
区上矢部町2160）とする。

6 関係法規 　廃棄物の処理及び清掃に関する法令

7 資格要件 
　本業務履行については、下記の資格を有すること。
　（１）　産業廃棄物収集運搬業許可　（種類：汚泥　　神奈川県又は横須賀市及び横浜市）

8 契約方法  　総価による業務委託契約（一般委託）

9 支払方法 　委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。

10 その他事項    この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

11
監　督　 員
連　絡　先

　環境政策部公園管理課　吉田　　電話　０４６－８２２－９５６１

・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グ
リーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示
がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく
環境物品等の調達をお願いします。
（上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）

・本市は、独自の環境マネジメントシステム（YES）により事務事業の環境負荷低減に努めているの
で、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。

グリーン
物品購入

及び
環境配慮

関係

＜指示又は希望事項＞

猿島公園排水処理施設清掃業務委託（一般委託）仕様書

  猿島公園排水処理施設清掃業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。



１．排水処理施設として使用している浄化槽メーカー・型式及び清掃回数

フジクリーン工業（株）・CSL-40　　　排水処理施設汚泥引抜き運搬　１回

２．作業内容

（１）排水処理施設内汚泥の引抜き

（２）排水処理施設内洗浄

（３）汚泥運搬及び、処分業者事業場への搬入（処分費は、本業務に含まれない。）

３．作業条件

（１）排水処理施設設置箇所は、猿島公園（横須賀市猿島１番）内の物販棟横。

（２）作業実施場所への陸路（橋梁など）はない。船舶を使用すること。

船舶の使用に当たっては、現地の状況を十分に把握し、必要な船舶を計上すること。

（３）気象条件により、船舶が運航できない場合があるので、作業実施日の

選定は、関係部署との事前に入念な協議が必要。

（４）海上作業については、海上保安庁への諸手続きが必要。

（５）島内には、上水道はないので清掃及び、清掃後に必要な水は作業時に搬入する。

（６）島内における他の工事・業務等との輻輳に十分注意すること。

 

４．排水処理施設使用環境（流入水）

（１）水は島内の井戸水を使用。

（２）水の使用箇所

・トイレの手洗器

・砂落しの足洗い場

・物販棟厨房の洗い場

・物販棟のバーべキュー用品洗い場

（３）グリーストラップ使用

５．その他

（１）業務実施にあたっては、一般来園者に対し危険のないように十分注意し、作業中

に一般来園者に損害を与えた場合は、すべて受託者の責任において処理すること。

（２）清掃に使用する資器材購入費及び損料、消耗品費、上下水道使用料、船舶使用料

など業務に必要な費用は全て、契約金額に含めるものとする。

（３）別紙産業廃棄物処理作業共通仕様書のとおり。

猿島公園排水処理施設清掃業務委託仕様書



　本仕様書は、委託者（以下「甲」という。）から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関して
次のとおり定める。
（目　　的）
第１条　 受託者（以下「乙」という。）は、甲から排出される産業廃棄物を「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律」及び関係法令に従って、適正に処理することを目的とする。
（委託内容）
第２条 乙は、自らの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを契約書に添付しなければ

ならない。なお、許可事項に変更があったときも同様とする。
2 甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりとする。

種　類　：汚泥
数　量　：13t

3 乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する別紙の処分業者の事業場に
搬入する。

4 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行ってはならない。
5 乙は、第３項に指定する事業場以外では、甲から委託された産業廃棄物を処分するため

の保管を行ってはならない。また、第３項に指定する事業場において保管を行う場合は、
法令に基づき、かつ、履行期間内に確実に処分できる範囲で行うものとする。

6 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。
ただし、履行期間中に収集・運搬業務を他人に委託する必要が生じた場合、乙は書面に
よる甲の承認を得て、法令の定める再委託基準に従うことにより、収集・運搬業務を
再委託することができる。

この場合において、乙は、甲の要求があった時は、この再委託を乙の責任において
解除しなければならない。

7 甲は、委託する産業廃棄物の収集・運搬にあたり、必要に応じて日時等を指示する。
8 乙は、甲又は甲の指定する職員の指示に従い、この業務を履行しなければならない。
9 甲は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェスト伝票に必要事項を記入し乙に交付する。

（義務と責任）
第３条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、次の事項についてあらか

じめ乙に提供するものとする。
(１) 産業廃棄物の性状及び荷姿
(２) 通常の保管状況での腐敗、揮発性状の変化に関する事項
(３) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障
(４) その他取扱う際に注意すべき事項

2 甲は、委託する産業廃棄物の収集・運搬に支障を生じさせるおそれのある物質が混入
しないように注意する。万一混入したところ知り得たときは、直ちに乙に通知しなければ
ならない。

第４条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分施設における
荷降ろし作業が完了するまで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生し
た損害（第三者に及ぼした損害を含む。）が生じたときは、その原因が甲の責に帰する
べき場合を除き、乙が責任を負う。

2 乙は甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務完了届を甲に提出する。
完了届には、マニフェストB2票を添付する。

(検査等）
第５条 乙は、この業務が完了したときは、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、不合格のものがあるときは、甲の指定する期日までに速やかに
履行しなければならない。

（契約の解除）
第６条 甲、乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、この契約の解除

することができる。
2 前項の規定又は法令の規定によりこの契約を解除することができる場合であっても、

産業廃棄物処理作業共通仕様書



この契約に基づき甲から引渡しを受けた産業廃棄物の処理を乙が完了してないときは、
当該産業廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ、この契約は解除できない。

（協　　議）
第７条 この契約に定めのない事項については、契約規則（平成19年横須賀市規則第22号）に

基づく甲の指示によるものとする。
2 前項の指示により難いとき又はこの契約に疑義が生じたときは、その都度甲乙が協議

して決定する。



（仕様書第２条第３項関係）

1 処 分 先

事業場の名称   : JWケミテック株式会社

所   在   地   : 横浜市戸塚区上矢部町２１６０

処分の方法     : 脱水

施設の処理能力 : １日1基当り32.1ｍ3（全２基所有）








